
笑顔あふれる「二十歳のつどい」笑顔あふれる「二十歳のつどい」
１月12日に市文化会館で開催された二十１月 12日に市文化会館で開催された二十
歳のつどい。会場では、友人や先生方との歳のつどい。会場では、友人や先生方との
久しぶりの再会に、皆さんの笑顔があふれ久しぶりの再会に、皆さんの笑顔があふれ
ていました。ていました。
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あ
ら
ま
し

第４回定例会　市長あいさつ及び提案理由の説明�

第
４
回
定
例
会
の
経
過

※
議
案
の
内
容
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら

　
12
月
３
日（
火
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
本
会
議
】開
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
期
の
決
定
、
諸
般
の
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
案
の
上
程
、
提
案
理
由
の
説
明

　
　
　
５
日（
木
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
６
日（
金
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
10
日（
火
）【
本
会
議
】議
案
質
疑
、
委
員
会
付
託

　
　
　
12
日（
木
）【
総
務
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
13
日（
金
）【
教
育
厚
生
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
16
日（
月
）【
経
済
建
設
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
17
日（
火
）【
予
算
決
算
常
任
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
20
日（
金
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
本
会
議
】委
員
長
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
疑
、
討
論
、
採
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会
中
の
所
管
事
務
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
員
の
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会

（一部抜粋）

令和6年 第４回定例会第４回定例会
◆第４回（12 月）定例会は、12 月３日から 12 月 20 日までの 18 日間にわたり開催され、

条例の制定・改正、補正予算など 15 件が市長から提出されました。議案は、審査の結果、
いずれも原案のとおり、可決・承認されました。また、一般質問では８名の議員が登壇し、
市の方針等を質しました。

　令和７年、本市は９月２日に行方市市制施行
20周年を迎えます。人の人生に例えますと、一
般的に「成人」とされる大きな節目を迎えるに
当たり、市民の皆様とのこれまでの本市の歩み
を振り返るとともに、本市の真に持続可能なま
ちづくりに向けた出発点として、これから先の
20年、30年を見据えながら各種施策に取り組
んでまいらなければならないと、改めて思いを
致しております。
　現在、来年度予算の編成を行っておりますが、
本年度のこれまでの事業の評価、検討に加え、社会情勢や来たる 20周年を考慮しながら、最小の経費
で最大の効果を発揮できるよう、検討を重ねているところです。本市を取り巻く環境は、少子化・高齢
化の進展や人口減少により、相変わらず厳しい状況が続いておりますが、本市の地域資源を生かし、本
市が直面する課題と真摯に向き合うことで、将来の投資につながる施策に取り組み、持続的成長に資し
てまいりたいと考えております。
　そのためには、市民の皆様並びに議員各位のご協力は不可欠でありますので、本市の発展のために、
なお一層のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
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▼
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
　
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
４
年
法

律
第
67
号
）
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律

（
令
和
４
年
法
律
第
68
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
関
係

条
例
を
一
括
し
て
整
理
す
る
条
例
を
制
定
す
る
も
の

　
条
例
の
中
で
掲
げ
る
者
が
、
拘
禁
刑
以
上
に
該

当
し
た
場
合
は

　
懲
戒
等
審
査
会
に
お
い
て
、
処
分
を
決
定
す
る

形
に
な
り
ま
す
。

▼
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係

る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の

簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社

会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

　
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係

る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡

素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形

成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
６
年

法
律
第
46
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
条
例
を
一
括

し
て
整
理
す
る
条
例
を
制
定
す
る
も
の

総
務
委
員
会

　
本
条
例
を
制
定
し
た
場
合
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
に
関
す
る
条
文
」
を
含
ん
だ
ほ
か
の
条
例

へ
の
影
響
は

　
国
か
ら
の
通
達
等
が
あ
っ
た
時
点
で
速
や
か
に

対
応
し
、
ほ
か
の
関
連
し
た
条
例
の
修
正
等
を
適

宜
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

▼
鹿
行
広
域
事
務
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　
鹿
行
広
域
事
務
組
合
の
共
同
処
理
す
る
事
務
の
う

ち
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
訪
問
介
護
事
業
に
関
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
事
務
を
組
合
の
共
同
処
理

す
る
事
務
か
ら
除
く
た
め
、
組
合
規
約
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の

　
共
同
処
理
す
る
事
務
の
内
容
は

　
今
後
は
、
共
同
で
実
施
し
て
い
け
る
よ
う
な
事

業
に
つ
い
て
、
鹿
行
５
市
も
含
め
た
中
で
協
議
を

進
め
、
事
務
事
業
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

（
※
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
訪
問
介
護
事
業
が
除

か
れ
る
こ
と
で
、
共
同
処
理
す
る
事
務
は
、
職
員

の
共
同
研
修
・
広
域
消
防
・
広
域
火
葬
場
・
審
査

会
事
務
と
な
り
ま
す
。）

　
入
居
者
の
入
退
去
・
移
動
は
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
か

　
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鹿
行
潮
来
荘
の
入
居
者
34
名

（
令
和
６
年
８
月
31
日
時
点
）
は
、
今
後
新
た
な

移
管
先
と
な
る
社
会
福
祉
法
人
施
設
の
方
で
受
入

れ
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
鹿
行
広
域
事
務
組
合
の
共
同
処
理
す
る
事
務
の
変

更
に
伴
う
財
産
処
分
に
つ
い
て

　
鹿
行
広
域
事
務
組
合
の
共
同
処
理
す
る
事
務
か
ら

養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
訪
問
介
護
事
業
に
関
す
る
こ

と
を
除
く
こ
と
に
伴
う
財
産
処
分
を
定
め
る
も
の

　
養
護
老
人
ホ
ー
ム
事
業
の
民
間
移
管
に
伴
い
、

市
か
ら
例
年
負
担
し
て
い
た
鹿
行
広
域
事
務
組
合

負
担
金
へ
の
影
響
は

　
養
護
老
人
ホ
ー
ム
事
業
特
別
会
計
の
減
額
や
、

人
事
異
動
に
伴
う
人
員
配
置
な
ど
に
よ
る
応
分
の

負
担
金
は
発
生
す
る
予
定
で
す
。
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～　議会へ請願・陳情される方へ　～

請願・陳情とは、市民が市政についての要望や意見を直接「議会」に提出する方法です。

※　請願書（陳情書）はその要旨、理由を簡単に
分かりやすく書いてください。

※　提出年月日、請願（陳情）者の住所、署名又
は記名押印してください。

※　請願書は、１人以上の紹介議員が必要で、表
紙に自筆による署名又は記名押印が必要です。

※　紹介議員がつかないときは、陳情書としてく
ださい。

※　提出方法については、議会事務局へお問い合
わせください。

○○○に関する
請願（陳情）書

紹介議員
署名又は
記名押印　　　　　印

○○○に関する請願
（陳情）

1. 要旨
2. 理由

令和　年　月　日
請願（陳情）者の住所
署名又は
記名押印　　　　　印
行方市議会議長　　殿

（表紙例） （内容例）

▼
行
方
市
医
療
福
祉
費
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
児
童
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
46
年
政
令
第
２
８
１

号
）、
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
36
年
政
令

第
４
０
５
号
）
及
び
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
50
年
政
令
第
２
０
７

号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も

の　
上
位
法
の
改
正
か
ら
、
今
回
の
本
条
例
改
正
に

至
る
ま
で
の
事
務
の
流
れ
は

　
上
位
法
が
改
正
さ
れ
、
児
童
手
当
施
行
令
と
特

別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
条
例
が
改

正
さ
れ
た
の
で
、
県
に
お
い
て
関
連
す
る
医
療
福

祉
費
（
マ
ル
福
）
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。
そ
れ
に
合
わ
せ
、
本
市
で
も
改
正
を

行
う
も
の
で
す
。

　
今
回
新
た
に
該
当
と
な
る
方
が
い
る
場
合
の
周

知
方
法
は

　
該
当
と
な
る
方
へ
は
通
知
文
を
送
付
し
ま
す
。

申
請
後
に
判
定
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま

す
。

▼
行
方
市
学
習
セ
ン
タ
ー
条
例
及
び
行
方
市
公
民
館

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
行
方
市
学
習
セ
ン
タ
ー
及
び
公
民
館
の
貸
館
時
間

を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の

　
今
回
の
貸
館
時
間
の
変
更
は
、
市
民
か
ら
の
要

望
を
受
け
た
も
の
か
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響

に
よ
る
も
の
か

　
利
用
者
の
方
々
か
ら
「
コ
ロ
ナ
禍
同
様
に
換
気

の
時
間
を
設
け
て
ほ
し
い
」「
前
後
の
利
用
団
体

等
の
ス
ム
ー
ズ
な
入
替
え
を
行
う
た
め
に
、
空
き

時
間
を
設
け
て
ほ
し
い
」
と
い
う
要
望
が
あ
り
ま

し
た
。
公
民
館
運
営
審
議
会
か
ら
も
「
利
用
者
の

片
付
け
や
準
備
時
間
を
設
け
る
こ
と
で
、
利
便
性

の
向
上
が
図
れ
る
。
換
気
等
の
衛
生
管
理
を
行
う

こ
と
で
、
利
用
者
の
安
全
性
の
向
上
も
図
れ
る
」

と
い
う
意
見
も
あ
り
、
今
回
の
貸
館
時
間
の
見
直

し
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

教
育
厚
生

員
委

会
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▼
行
方
市
と
茨
城
県
信
用
保
証
協
会
と
の
損
失

補
償
金
寄
託
契
約
に
基
づ
く
回
収
納
付
金
を

受
け
取
る
権
利
の
放
棄
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
新
た
な
事
業
の
創
出
及
び
産
業
へ
の
投
資
を

促
進
す
る
た
め
の
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律（
令
和
６
年
法
律
第
45
号
）

に
よ
り
、
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
25
年
法

律
第
98
号
）
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の

▼
あ
そ
う
温
泉
「
白
帆
の
湯
」、
天
王
崎
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー

及
び
行
方
市
北
浦
荘
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
２
４
４
条
の
２

第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
、
同

条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
決
を
求
め
る
も
の

１　
管
理
を
行
わ
せ
る
公
の
施
設

　
　
（
１
）
あ
そ
う
温
泉
「
白
帆
の
湯
」

　
　
　
　
　
行
方
市
麻
生
４
２
１
番
地
３

　
　
（
２
）
天
王
崎
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
行
方
市
麻
生
４
１
９
番
地
１

　
　
（
３
）
行
方
市
北
浦
荘

　
　
　
　
　
行
方
市
山
田
１
２
１
番
地

２　
指
定
管
理
者

　
　
茨
城
県
行
方
市
浜
６
８
５
番
地
２

　
　
　
株
式
会
社
三
衛
不
動
産

　
　
　
　
代
表
取
締
役　
髙
須　
凛
人

３　
指
定
期
間

　
　
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
11
年
３
月
31
日
ま
で

　
令
和
５
年
度
の
収
支
決
算
書
に
よ
る
と
、
か
な
り
の
赤
字

だ
と
聞
い
て
い
る
が
、
物
価
や
燃
料
費
が
高
騰
し
て
い
る
中

で
、
市
と
し
て
指
定
管
理
料
の
考
え
方
は

　
赤
字
の
要
因
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
も
あ
り
、
以
前
と
比
べ
て
、
指
定
管
理
者
が
行
っ
て
い

る
自
主
事
業
が
手
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
指
定
管
理
料
に
つ
い
て
は
、
物
価
高
騰
も
見
込
ん
で
の

算
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、新
た
な
指
定
管
理
者
が
、

現
行
の
指
定
管
理
料
の
中
で
事
業
を
遂
行
で
き
る
と
判
断
さ

れ
た
と
市
の
方
で
は
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

▼
行
方
市
土
砂
等
に
よ
る
土
地
の
埋
立
て
等
の

規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

　

宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
36
年
法
律
第

１
９
１
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
同
法
と
重
複
す

る
規
定
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
茨
城
県
土
砂

等
に
よ
る
土
地
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る

条
例
（
平
成
15
年
茨
城
県
条
例
第
67
号
）
と
整

合
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
市
役
所
へ
の
届
け
出
や
申
請
の
流
れ
は

　
農
地
の
客
土
に
関
し
て
は
今
ま
で
ど
お
り

申
請
手
続
き
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
担
当

課
が
現
地
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

討
論
が
あ
り
ま
し
た

　
　
【
反
対
討
論
】

　
×
埋
立
て
が
宅
地
だ
け
で
な
く
、
農
地
の
客

土
に
係
わ
る
も
の
で
あ
れ
ば
反
対

　

×
農
地
の
客
土
に
も
係
わ
る
内
容
で
あ
れ

ば
、
農
業
に
相
当
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る

の
で
は
な
い
か

　
　
【
賛
成
討
論
】

　
〇
今
回
は
上
位
法
の
改
正
に
伴
う
も
の
で
あ

る
た
め
、
必
要
な
改
正
で
あ
る

経
済
建
設

員
委

会
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▼
令
和
６
年
度
行
方
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５

号
）
に
つ
い
て

　
一
般
会
計
に
補
正
の
必
要
が
生
じ
た
の
で
、
地
方

自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
２
１
８
条
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
提
案
す
る
も
の

　
　
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
事
務
費

　
戸
籍
に
氏
名
の
振
り
仮
名
が
記
載
さ
れ
る
こ
と

の
メ
リ
ッ
ト
は

　
（
現
在
、
行
政
機
関
が
保
有
す
る
氏
名
デ
ー
タ

の
多
く
は
漢
字
で
の
標
記
の
た
め
、）
氏
名
を
漢

字
で
検
索
し
よ
う
と
す
る
と
煩
雑
で
時
間
が
か
か

り
ま
す
が
、
戸
籍
に
振
り
仮
名
を
記
載
す
る
こ
と

で
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
の
検
索
が
効
率
化
さ
れ
、

間
違
い
も
防
げ
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、

戸
籍
の
証
明
書
に
振
り
仮
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の

は
、
本
人
確
認
資
料
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
し
て
、
一
つ
の
氏
名
で
振
り
仮
名
を
複

数
使
用
し
別
人
を
装
う
と
す
る
な
ど
の
不
正
行
為

を
防
ぐ
こ
と
も
可
能
と
な
り
ま
す
。

常
任

予
算
決
算

員
委

会

　
　
園
芸
農
業
振
興
事
業

　
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
事
業
費
補
助

金
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
認
定
方
法
が
あ
る
の

か
　
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
申
請
者

の
申
請
内
容
と
、
ほ
場
や
農
作
物
の
現
況
等
を
、

第
三
者
機
関
で
検
査
し
認
定
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
ま
す
。
今
回
の
認
証
を
受
け
た
方
が
、
そ
の
認

証
を
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
、
農
作
物
の

付
加
価
値
等
を
含
め
差
別
化
を
図
っ
て
い
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

　
　
鳥
獣
被
害
対
策
事
業

　
現
在
、
イ
ノ
シ
シ
の
被
害
が
増
え
て
い
る
よ
う

だ
が
、
狩
猟
期
間
と
補
助
金
の
支
払
い
方
法
は

　
狩
猟
期
間
は
11
月
か
ら
３
月
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
実
際
に
は
猟
友
会
が
一
年
を
通
し
て
イ

ノ
シ
シ
を
捕
獲
で
き
る
か
た
ち
に
な
っ
て
お
り
、

４
月
か
ら
11
月
ま
で
、
各
猟
友
会
の
団
体
が
準
備

と
活
動
が
で
き
る
よ
う
、
捕
獲
し
た
イ
ノ
シ
シ
の

頭
数
を
賄
え
る
よ
う
な
金
額
で
、
年
度
当
初
に
お

支
払
い
を
し
て
い
ま
す
。

　
11
月
か
ら
は
狩
猟
期
間
で
す
の
で
、
１
頭
１
万

円
の
計
算
で
今
後
支
払
う
予
定
で
す
。

　
　
債
務
負
担
行
為
補
正

　
あ
そ
う
温
泉
「
白
帆
の
湯
」、
天
王
崎
観
光
交

流
セ
ン
タ
ー
及
び
行
方
市
北
浦
荘
指
定
管
理
料
の

積
算
根
拠
は

　
こ
れ
ま
で
の
実
績
を
も
と
に
、
支
出
に
つ
い
て

は
人
件
費
、
管
理
費
、
水
道
光
熱
費
、
運
営
費
を

見
込
ん
で
お
り
ま
す
。
ま
た
、収
入
に
つ
い
て
も
、

利
用
者
数
の
見
込
み
や
一
人
当
た
り
の
客
単
価
に

つ
い
て
コ
ロ
ナ
禍
前
を
目
安
に
算
出
し
て
お
り
ま

す
。
指
定
管
理
制
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、
民
間
の

力
を
活
用
し
、
よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
市

の
負
担
削
減
も
目
標
と
し
て
お
り
ま
す
。
近
年
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
も
あ
り
、

自
主
事
業
自
体
が
低
迷
し
て
い
ま
し
た
が
、
自
主

事
業
の
活
性
化
に
よ
り
黒
字
化
を
見
込
ん
だ
こ
と

か
ら
、昨
年
度
と
同
額
の
金
額
を
算
定
し
ま
し
た
。

　
中
学
生
海
外
派
遣
研
修
事
業
委
託
料
を
債
務
負

担
行
為
と
し
た
理
由
は

　
委
託
事
業
者
選
定
を
早
期
に
進
め
る
こ
と
で
、

現
地
校
及
び
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
先
の
調
整
を
円
滑
に

行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
債
務
負
担

行
為
の
設
定
を
お
願
い
す
る
も
の
で
す
。



なめがたネット放送局を検索し、市議会録画中継へ
これまでの録画中継はこちらから▶

本会議の様子を「なめがたエリアテレビ」にて、
生中継しています。

　インターネット（パソコン、スマホ）
では、録画中継をしています。
　現在、平成 29年第２回定例会から
令和６年第３回定例会までがご覧にな
れます。準備が整い次第、令和６年第
４回定例会も公開いたします。
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《市長提出議案》

令和６年第４回行方市議会定例会　提出議案議決結果
議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

議案第 64号
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に
関する条例の制定について

原案可決
（全会一致）

総務委員会

議案第 65号

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性
の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジ
タル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関
係条例の整理に関する条例の制定について

原案可決
（全会一致）

総務委員会

議案第 66号
行方市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例に
ついて

原案可決
（全会一致）

教育厚生委員会

議案第 67号
行方市と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づ
く回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改
正する条例について

原案可決
（全会一致）

経済建設委員会

議案第 68号
行方市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一
部を改正する条例について

原案可決
（全会一致）

経済建設委員会

議案第 69号
行方市学習センター条例及び行方市公民館条例の一部を改正
する条例について

原案可決
（全会一致）

教育厚生委員会

議案第 70号 鹿行広域事務組合規約の変更について
原案可決
（全会一致）

総務委員会

議案第 71号
鹿行広域事務組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分
について

原案可決
（全会一致）

総務委員会

議案第 72号
あそう温泉「白帆の湯」、天王崎観光交流センター及び行方
市北浦荘の指定管理者の指定について

原案可決
（全会一致）

経済建設委員会
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第４回（12 月）定例会で補正された予算（令和６年度）
議案番号 補正額（総額） 主な内容 議決結果

報告第 26号

一般会計（第４号）

2,304 万円　増額

（198億 3,473 万６千円）
・衆議院議員総選挙費　/　2,304 万円

原案承認

（全会一致）

議案第73号

一般会計（第５号）

４億4,599万９千円　増額

（202億 8,073万５千円）

・財政調整基金積立金　/　２億 8,943 万９千円

・公共施設整備基金積立金　/　１億 2,000 万７千円

・子ども・子育て支援事業　施設型給付費 /

� 4,730 万１千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

原案可決

（全会一致）

議案第74号

国民健康保険特別会計

�（第２号）

335万３千円　減額

（47億 6,458 万９千円）
・職員給与費　/　△ 335万３千円

原案可決

（全会一致）

議案第75号

介護保険特別会計

（第２号）

保険事業勘定

7,163 万９千円　増額

（40億 1,992 万円）

・職員給与費　/　△ 1,085 万８千円

・国庫支出金等償還金　/　5,563 万３千円

・一般会計操出金　/　2,686 万４千円
原案可決

（全会一致）
介護サービス事業勘定

82万６千円　増額

（132万６千円）

・一般会計繰出金　/　82万６千円

議案第76号

水道事業会計

（第２号）

【収益的収入】

969万円　増額

（９億 3,269 万４千円）

【収益的支出】

1,169 万４千円　増額

（８億 1,938 万５千円）

【収益的収入】

・他会計補助金　/　969万円

【収益的支出】

・受水費及び職員給与費　/　1,169 万４千円　

原案可決

（全会一致）

議案第77号

下水道事業会計

（第１号）

【収益的収入】

1,021 万１千円　増額

（８億 5,322 万６千円）

【収益的支出】

1,021 万１千円　増額

（８億 5,322 万６千円）

【収益的収入】

・他会計補助金　/　1,021 万１千円

【収益的支出】

・職員給与費　/　1,021 万１千円

原案可決

（全会一致）

※補正予算は予算決算常任委員会に付託されました。



行方市の情報をスマートフォンやタブレット、パソコンで！

まちの情報をまちの情報を
電子アプリでお届けします電子アプリでお届けします

紙
報
広

紙
報
広 日日

　
常常 し

ら
く

し
ら
く 防防

　
災災

無料 FREE

カタログポケット

Catalog Pocket
「Catalog Pocket」は

まちのさまざまな情報を閲覧できるアプリです。
アプリ上で登録をすれば

プッシュ通知で確実に情報をお届け。
多言語対応＆音声読み上げもできます。

Catalog Pocket
カタポケ ■iPhone ■Android

PC も可無料 FREE
 ※ PC 版はプッシュ通知はありません。

まちのまちの

広報紙広報紙

行方市のコンテンツはこちら▶

※　デジタルブックの配信は発行日の 10日後となります。

無料アプリ『カタポケ』
このアイコンが目印です。

スマホで読める！議会だより
デジタルブック配信しています

○ブラウザでもアプリでも、スマホやタブレットで読めます。
○ 10言語で読めます。
○音声読み上げもできます。
○文字サイズを調整できます。
　※ブラウザは音声読み上げに対応しておりません。
音声読み上げには無料アプリ（カタポケ）の
インストールが必要です。

9 行方市議会だより No.78
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決算審査について

審査報告 予算決算常任委員会予算決算常任委員会

　令和５年度の一般会計、各特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計の決算は、９月（令和６
年第３回）定例会において予算決算常任委員会に付託され、９月 18 日から 20 日までの３日間で
審査されました。
　委員会では、市政全般にわたり多くの質疑があり、審査の結果、全ての会計において認定されま
した。
　ここでは、質疑の内容を抜粋してお知らせします。

日程／令和６年９月 18 日～ 20 日 委員長

高
齢
者
福
祉
対
策
費
事
業

　
高
齢
者
等
ご
み
出
し
支
援
委
託
料

の
事
業
内
容
、
利
用
者
が
負
担
す
る

金
額
の
算
定
基
準
は

　
事
業
は
、
地
区
の
集
積
場
ま
で
ご

み
の
搬
出
が
困
難
な
75
歳
以
上
の
高

齢
者
ま
た
は
障
害
の
あ
る
世
帯
の
方

が
対
象
で
、
自
宅
玄
関
前
に
出
し
た

ご
み
を
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
が

回
収
し
て
、
美
化
セ
ン
タ
ー
へ
搬
入

す
る
内
容
と
な
り
ま
す
。
利
用
者
の

負
担
は
１
カ
月
５
０
０
円
と
し
て
い

ま
す
。
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
へ

の
委
託
料
、
時
給
等
を
考
え
た
上
で

の
算
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

地
域
医
療
対
策
事
業

　
医
師
確
保
の
た
め
の
寄
附
講
座
開

設
寄
附
金
の
内
容
は

　

な
め
が
た
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー

へ
、
医
師
確
保
の
た
め
、
筑
波
大
学

か
ら
整
形
外
科
の
非
常
勤
医
師
の
派

遣
と
、
市
内
小
学
生
へ
の
運
動
器
健

診
を
行
っ
て
い
た
だ
き
、
安
心
で
き

る
医
療
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
を
目

的
に
行
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
現
在

は
、
火
曜
日
以
外
の
週
４
日
、
整
形

外
科
医
を
派
遣
し
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
小
学
生
へ
の
運
動
器
検
診

で
は
、
令
和
５
年
度
に
お
い
て
、
所

見
が
あ
る
児
童
が
新
規
で
８
名
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

公
共
交
通
運
営
事
業

　
委
託
し
た
地
域
交
通
分
析
で
得
ら

れ
た
成
果
に
つ
い
て

　
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
使
用
し
て
移
動
の
デ
ー

タ
を
取
得
す
る
ア
プ
リ
か
ら
、
そ
の

デ
ー
タ
を
基
に
、
市
民
の
方
の
移
動

区
間
や
移
動
距
離
な
ど
を
分
析
し
て

い
ま
す
。
そ
の
結
果
を
利
活
用
し
、

市
営
バ
ス
や
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
の

運
用
に
生
か
し
て
お
り
ま
す
。

霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
再
生
整
備

事
業

　
霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
内
に
設

置
さ
れ
た
遊
具
の
価
格
が
高
額
で
は

な
い
か
。
ま
た
、
市
が
設
置
し
た
根

拠
は

　
遊
具
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
霞
ケ

浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
株
式
会
社
に
委

託
し
て
い
る
工
事
費
外
の
部
分
で
す

の
で
、
市
の
方
で
発
注
し
設
置
し
ま

し
た
。設
置
し
た
遊
具
に
つ
い
て
は
、

安
全
管
理
も
し
っ
か
り
し
た
造
り
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
量
に
生

産
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、

ど
う
し
て
も
単
価
は
高
額
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

ス
マ
ー
ト
モ
ビ
リ
テ
ィ
活
用
推
進
事
業

　
利
用
さ
れ
て
い
な
い
電
動
キ
ッ
ク

ボ
ー
ド
に
高
額
な
自
動
車
任
意
保
険

料
が
発
生
し
て
い
る
理
由
は

　
現
在
、
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
の
利

活
用
が
進
ん
で
い
な
い
と
こ
ろ
は
課

題
だ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
任

意
保
険
は
１
台
に
つ
き
、
１
カ
月

１
万
円
ほ
ど
か
か
っ
て
い
ま
す
。
任

意
保
険
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
時
間

だ
け
ス
ポ
ッ
ト
で
加
入
で
き
る
も
の

な
ど
が
あ
る
か
調
査
・
検
討
し
ま
し

た
が
、
現
状
で
は
存
在
し
て
お
り
ま

せ
ん
。
今
後
も
、
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー

ド
運
用
に
当
た
り
必
要
な
任
意
保
険

で
あ
る
た
め
、
こ
の
金
額
で
の
保
険

料
が
か
か
る
実
態
が
あ
り
ま
す
。

防
犯
対
策
事
業

　

防
犯
カ
メ
ラ
設
置
工
事
に
つ
い

て
、
工
事
の
内
容
と
設
置
の
効
果
は

　
捻
木
交
差
点
、
船
子
交
差
点
、
麻

生
中
学
校
入
り
口
の
３
カ
所
に
新
規

設
置
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
も
っ

て
、
市
内
19
カ
所
20
基
の
防
犯
カ
メ

ラ
設
置
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。
設

置
の
効
果
と
し
て
、
市
内
に
お
い
て

事
件
が
発
生
し
た
場
合
の
警
察
等
へ

の
情
報
が
提
供
で
き
る
こ
と
、
防
犯

や
車
両
等
の
盗
難
防
止
に
つ
な
が
っ

て
い
る
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、
行
方

不
明
者
が
出
た
場
合
な
ど
、
対
象
と

な
る
方
の
行
動
を
防
犯
カ
メ
ラ
に
よ

り
追
っ
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
す
。

阿部　孝太郎



予算決算常任委員会

11 行方市議会だより No.78

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業

　
昨
年
度
と
比
べ
て
、
委
託
料
が
だ
い
ぶ
減
額
さ

れ
て
い
る
が
、
現
在
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
状
況
は

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
た

方
は
、
令
和
４
年
度
に
お
い
て
３
５
４
４
４
人
、

令
和
５
年
度
に
は
１
６
８
８
７
人
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
接
種
率
で
は
、
令
和
４
年
度
に
お
い
て
は

全
体
で
約
80
％
だ
っ
た
も
の
が
、
令
和
５
年
度
に

は
約
40
％
に
減
っ
て
い
る
状
況
で
す
の
で
、
委
託

料
は
全
体
的
に
減
額
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

鳥
獣
被
害
対
策
事
業

　
イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
被
害
の
状
況
及
び
被
害
額
、

今
後
の
対
策
は

　
市
民
か
ら
の
情
報
提
供
分
と
農
業
共
済
組
合
等

か
ら
の
聞
き
取
り
分
と
な
り
ま
す
が
、
令
和
５
年

度
は
被
害
面
積
が
２
３
７
ア
ー
ル
、
被
害
額
と
し

て
は
、
４
４
６
万
５
千
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

学
校
管
理
事
務
費

　
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
契
約
台
数
は
。
ま
た
、将
来
、

児
童
生
徒
数
が
減
少
し
た
場
合
の
対
応
は

　
令
和
５
年
度
に
お
い
て
、
小
学
校
は
39
台
、
中

学
校
は
２
台
、
合
計
41
台
の
契
約
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
市
で

は
、
行
方
市

ス
ク
ー
ル
バ

ス
最
適
化
計

画
を
定
め
て

お
り
、
そ
ち

ら
に
お
い
て
、

児
童
生
徒
の

減
少
を
加
味

し
、
整
備
の

方
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ

で
す
。

医
療
費
適
正
化
特
別
対
策
事
業

　
レ
セ
プ
ト
二
次
点
検
委
託
料
の
内
容
は

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
医
療
機
関
を
受
診
し

た
際
の
レ
セ
プ
ト
に
つ
い
て
、
茨
城
県
国
民
健
康

保
険
連
合
会
へ
内
容
の
点
検
を
委
託
し
、
医
療
の

内
容
が
適
正
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
も
の
で
す
。

ブ
ラ
ン
ド
戦
略
事
業

　
市
が
「
一
般
社
団
法
人
行
方
市
ま
ち
づ
く
り
推

進
機
構
」
に
委
託
し
て
い
る
内
容
は

　
委
託
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、特
産
品
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
業
務
と
い
う
こ
と
で
、市
の
特
産
品
や
ふ
る

さ
と
納
税
返
礼
品
の
Ｐ
Ｒ
、ま
た
特
産
品
の
販
路
拡

大
や
情
報
発
信
に
つ
い
て
行
っ
て
お
り
ま
す
。
Ｅ
Ｃ

サ
イ
ト
や
ふ
る
さ
と
納
税
に
登
録
し
た
い
と
考
え
て

い
る
事
業
者
へ
、登
録
の
支
援
や
新
規
特
産
品
の
開

発
、
販
路
拡
大
、ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ

を
活
用
し
た
情
報
発
信
な
ど
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
活
用
事
業

　
起
用
し
て
い
る
人
材
、
事
業
の
成
果
は

　
モ
ン
ゴ
ル
国
籍
の
方
を
地
域
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
起
用
し
て
お
り
、
主
に
本
市

へ
の
企
業
誘
致
活
動
や
企
業
訪
問
活
動
を
行
っ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
実
績
に
つ
き
ま
し
て

は
、
昨
年
は
企
業
訪
問
38
件
の
ほ
か
、
セ
ミ
ナ
ー

や
イ
ベ
ン
ト
開
催
、
講
演
の
講
師
な
ど
を
行
い
ま

し
た
。
令
和
６
年
８
月
に
は
、
モ
ン
ゴ
ル
国
の
農

業
大
学
と
、
農
業
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
ま
し

た
。
今
後
、
互
い
に
農
産
物
の
関
係
で
連
携
し
な

が
ら
、
モ
ン
ゴ
ル
国
の
方
に
本
市
に
来
て
い
た
だ

く
な
ど
、
モ
ン
ゴ
ル
国
と
の
つ
な
が
り
を
深
め
て

行
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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市の考えを問います
一 般 質 問
12 月５日（４議員）
小野瀬　忠利（一問一答）���12ページ
　１．指定管理事業
　２．「笑顔で住み続けたいまち、行方」づくり
　　　（誰ひとり取り残さないまちづくり）
　３．教育行政

髙木　　　正（一問一答）���13ページ
　１．地域医療と新庁舎建設のあり方について
　２．霞ケ浦ふれあいランド再生整備事業の検証
　３．次世代の広域行政のあり方について

山口　　律理（一問一答）���13ページ
　１．霞ケ浦ふれあいランド再生整備事業
　２．新庁舎建設
　３．北浦荘
　４．手賀地内の行方太陽光発電事業
　５．入札について
　６．行方市の農業について
　７．霞ケ浦の水質浄化について

宮嵜　　和洋（一問一答）���14ページ
　１．行方市制 20周年
　２．行方市の職員採用と職務環境

８名の議員が登壇し、執行部に対し方針等を問い
ました。
紙面の内容は、質問・答弁共に議員自らが要約・
執筆、寄稿したものを掲載しています。

12 月６日（４議員）
伊勢山　仙寿（一問一答）���14ページ
　１．市の経済について
　２．防犯について
　３．外国人労働者について
　４．休日の窓口事務について

阿部　孝太郎（一問一答）���15ページ
　１．子育て環境の充実
　２．行方市独自の教育政策

小林　　　久（一括後一問一答）�15ページ
　１．環境温暖化対応
　２．農業の暑さ対応
　３．イノシシ対応
　４．行方市さつまいも課

髙橋　　正信（一括後一問一答）�16ページ
　１．将来に希望の持てるまちづくり

小野瀬　忠利�議員

指
定
管
理
事
業

問　
指
定
管
理
事
業
の
状
況
に
つ
い
て

答　
市
長　
指
定
管
理
制
度
と
は
、
多

様
化
す
る
市
民
ニ
ー
ズ
に
、
よ
り
効
果

的
、
効
率
的
に
対
応
す
る
た
め
、
公
の

施
設
の
管
理
に
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活

用
し
な
が
ら
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

と
経
費
削
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
お
り
ま
す
。
こ
の
制
度
が
導
入
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
公
共
団
体

に
限
ら
れ
て
い
た
管
理
運
営
を
、
民
間

事
業
者
も
含
め
た
幅
広
い
団
体
に
お
願

い
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

今
後
も
、
制
度
導
入
に
当
た
っ
て
は
、

効
率
的
な
管
理
運
営
の
ほ
か
、地
域
ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
実
現
さ

れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

答　
総
務
部
長　
指
定
管
理
者
導
入
施

設
と
し
て
６
施
設
が
あ
り
、
適
正
な
管

理
運
営
の
確
保
及
び
指
定
管
理
者
の
業

務
改
善
と
市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
資

す
る
た
め
、
公
の
施
設
指
定
管
理
者

候
補
者
選
定
委
員
会
に
お
い
て
、
管
理

運
営
状
況
に
つ
い
て
評
価
し
、
所
管
課

よ
り
提
出
さ
れ
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
評
価

を
委
員
会
で
総
合
評
価
し
て
い
た
だ

き
、
課
題
等
に
つ
い
て
は
、
改
善
に
向

け
て
対
応
方
法
を
協
議
し
、
よ
り
良
い

施
設
管
理
や
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
取
り
組

む
よ
う
活
用
し
て
お
り
ま
す
。

「
笑
顔
で
住
み
続
け
た
い
ま
ち
、

行
方
」
づ
く
り
（
誰
ひ
と
り
取

り
残
さ
な
い
ま
ち
づ
く
り
）

問　
介
護
施
設
の
状
況
に
つ
い
て

答　
市
民
福
祉
部
長　
被
保
険
者
か
ら

の
要
介
護
認
定
申
請
が
あ
っ
た
場
合

に
、
速
や
か
な
要
介
護
認
定
に
つ
な
げ

ら
れ
る
よ
う
、
迅
速
な
認
定
調
査
へ
の

着
手
を
心
が
け
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、介
護
施
設
へ
の
入
所
に
当
た
っ

て
は
、
空
床
状
況
や
介
護
の
必
要
性
の

高
い
方
か
ら
の
入
所
と
な
る
こ
と
も
あ

り
、
市
に
ご
相
談
い
た
だ
い
た
際
に
は

施
設
の
立
地
や
入
所
に
係
る
費
用
負

担
に
関
す
る
こ
と
、
利
用
者
や
ご
家
族

の
要
望
も
踏
ま
え
な
が
ら
、

ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
ご
案
内
で
き
る
よ
う

努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
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地
域
医
療
と
新
庁
舎
建
設
の

あ
り
方
に
つ
い
て

問　
な
め
が
た
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
市
民
の
間
で
は
不

安
が
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
行
政
の
最
大

に
し
て
最
優
先
す
べ
き
使
命
と
責
任

は
、
市
民
の
命
と
生
活
を
守
る
こ
と
に

あ
る
。
未
曽
有
の
高
齢
化
社
会
の
現
実

化
を
迎
え
、
ど
う
あ
る
べ
き
か
の
対
応

を
問
う

答　
市
長　
病
院
の
経
営
に
は
踏
み
込

め
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
関
わ
る
方
々
の

カ
バ
ー
を
す
る
よ
う
な
形
で
の
話
を
し

て
い
ま
す
。

問　
市
長
は
厚
生
連
と
市
民
ど
ち
ら
を

向
い
て
い
る
の
か
。
例
と
し
て
、
命
と

直
結
す
る
人
工
透
析
の
突
如
と
し
て
の

打
ち
切
り
に
対
し
て
、
そ
の
継
続
性
へ

の
交
渉
や
地
域
医
療
全
般
の
市
民
に
対

す
る
説
明
が
足
り
な
い
の
で
は
な
い
か

答　
市
長　
厚
生
連
、
病
院
と
し
て
の

地
域
市
民
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
足

り
な
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

問　
新
庁
舎
建
設
計
画
に
つ
い
て
、
な

め
が
た
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
の
方
向

性
あ
る
い
は
理
解
が
少
な
い
中
、
建

物
が
そ
の
ま
ま
使
え
な
い
（
居
抜
き
）

中
で
の
70
億
円
の
巨
費
を
投
じ
て
の
建

設
あ
り
き
は
お
か
し
い
。
市
民
の
総
意

の
中
で
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
か

答　
市
長　
市
民
の
負
担
を
避
け
る
と
い

う
方
法
論
を
取
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
再

生
整
備
事
業
の
検
証

問　
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
（
動
物
園
）
17

年
間
20
億
円
（
道
の
駅
の
粗
利
益
４
千

万
円
含
む
）
委
託
事
業
は
、
社
会
の
あ

り
方
を
考
え
れ
ば
無
謀
・
無
責
任
事
業

で
あ
る
。
ま
た
、
事
業
者
都
合
に
よ
る

一
方
的
３
億
円
の
設
計
変
更
へ
の
単
独

承
認
は
、
税
金
の
使
い
方
（
財
貨
物

３
億
円
の
減
少
）
損
害
賠
償
請
求
で
は

な
い
か

答　
市
長　
設
計
変
更
は
事
業
者
発
注

で
あ
り
、契
約
内
容
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問　
事
故
、災
害
、破
産
、解
体
リ
ス
ク

へ
の
契
約
書
明
記
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か

答　
市
長　
後
日
報
告
し
ま
す
。

次
世
代
の
広
域
行
政
の
あ
り

方
に
つ
い
て

問　
広
域
行
政
（
美
化
セ
ン
タ
ー
、
医

療
、
上
下
水
道
、
災
害
、
社
会
基
盤
整

備
、
財
政
運
営
）
の
見
解
は

答　
市
長　
近
隣
自
治
体
と
連
携
、
調

整
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
再
生
整
備
事
業

問　
旧
水
の
科
学
館
の
屋
根
の
ふ
き
替

え
工
事
は
し
た
の
か

答　
市
長　
工
事
は
し
て
い
ま
す
。

問　
証
拠
は
あ
る
の
か

答　
市
長　
ふ
い
て
い
な
い
証
拠
が
あ

る
の
だ
っ
た
ら
、
議
員
が
出
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

問　
３
月
議
会
で
私
が
「
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

２
基
の
更
新
と
空
調
の
更
新
と
電
気
工
事

の
更
新
を
や
る
と
い
う
こ
と
で
理
解
し
て

良
い
で
す
ね
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
市

長
は
「
や
ら
せ
る
承
認
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
」
と
答
え
た
。
そ
れ
が
承
認
願

い
の
ど
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
か

答　
市
長　
そ
の
よ
う
な
質
問
に
対
し

て
の
答
弁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問　
歩
廊
の
構
造
計
算
に
つ
い
て
、
道
路

構
造
令
に
基
づ
き
審
査
し
た
と
言
っ
た
が
、

そ
の
何
条
何
項
に
よ
っ
て
審
査
し
た
の
か

答　
市
長　
道
路
法
第
30
条
第
２
項
に

基
づ
き
、
道
路
構
造
令
第
40
条
、
第
11

条
２
、
そ
れ
以
外
は
立
体
横
断
施
設
の

技
術
基
準
に
準
じ
て
行
い
ま
し
た
。

問　
日
本
動
物
園
水
族
館
協
会
（
Ｊ
Ａ

Ｚ
Ａ
）
の
承
認
は
、
キ
リ
ン
の
搬
送
に

な
ぜ
必
要
か

答　
市
長　
Ｊ
Ａ
Ｚ
Ａ
が
承
認
す
る
も

の
で
あ
り
、
市
が
答
え
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

新
庁
舎
建
設

問　
庁
舎
建
設
よ
り
病
院
機
能
復
活
の

方
が
重
要
な
の
で
、
復
活
に
目
途
を
付

け
て
か
ら
庁
舎
の
建
設
計
画
を
決
め
る

べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か

答　
市
長　
病
院
敷
地
内
に
庁
舎
を
建

設
す
る
こ
と
は
、
利
用
す
る
市
民
や
職

員
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
も
の
で

あ
り
、
病
院
機
能
の
維
持
に
も
最
大
に

重
要
な
も
の
で
あ
り
、
支
援
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

手
賀
地
内
の
行
方
太
陽
光
発
電
事
業

問　
東
急
不
動
産
株
式
会
社
は
Ｓ
Ｐ
Ｃ
を

設
立
さ
せ
る
と
市
長
は
言
い
ま
し
た
よ
ね

答　
市
長　

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は

言
っ
て
い
る
が
、
必
ず
や
と
言
っ
た
覚

え
は
あ
り
ま
せ
ん
。

入
札
に
つ
い
て

問　
行
方
市
の
入
札
は
疑
問
の
余
地
な

く
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か

答　
市
長　
適
正
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

問　
ほ
と
ん
ど
予
定
価
格
の
事
前
公
開

で
、
国
土
交
通
省
の
官
房
も
、
談
合
を

誘
発
す
る
と
言
っ
て
い
る
が
。

答　
市
長　
入
札
方
法
に
つ
い
て
は
、

ご
意
見
を
頂
戴
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

問　
適
正
な
価
格
で
適
正
な
入
札
期
間

で
一
者
落
札
は
普
通
で
は
な
い
の
で
は

答　
市
長　
ご
指
摘
の
と
こ
ろ
を
改
善

し
、今
後
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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行
方
市
制
20
周
年

問　
10
周
年
で
行
っ
た
麻
生
の
山
車
祭

り
に
は
、
ど
れ
く
ら
い
の
補
助
を
し
た
か

答　
経
済
部
長　
お
祭
り
実
行
委
員
会

と
い
う
団
体
へ
、
イ
ベ
ン
ト
補
助
金
と

し
て
25
万
円
の
支
出
が
あ
り
ま
し
た
。

問　
20
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
を
ど
の
よ

う
に
行
い
た
い
か

答　
市
長　
市
民
が
今
ま
で
や
っ
て
き

た
こ
と
を
20
周
年
と
し
て
特
別
に
や
る

と
き
は
、
実
行
委
員
会
に
相
談
し
て
、

申
請
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
行
政
が
行
う
と
い
う
よ
り
、
行
方

市
民
が
郷
土
愛
、
20
周
年
の
思
い
、
冠

を
作
る
の
だ
と
い
う
と
き
に
申
請
い
た

だ
け
れ
ば
、
20
周
年
記
念
の
イ
ベ
ン
ト

と
な
る
と
思
い
ま
す
。

行
方
市
の
職
員
採
用
と
職
務

環
境

問　
職
員
採
用
試
験
の
年
齢
上
限
引
き

上
げ
に
つ
い
て

答　
市
長　
年
齢
層
の
バ
ラ
ン
ス
を
是

正
し
て
い
く
た
め
に
、
タ
イ
ミ
ン
グ
で

上
限
を
上
げ
る
と
き
も
あ
り
ま
す
が
、

基
本
的
に
は
今
の
年
齢
層
で
進
め
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

問　
文
化
教
育
関
係
の
専
門
職
の
採
用

に
つ
い
て

答　
教
育
長　
現
状
と
し
て
文
化
施
設

が
散
在
し
て
い
ま
す
の
で
、
新
た
な
総

合
戦
略
に
基
づ
い
た
上
で
施
設
の
集
約

転
用
等
が
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
専

門
職
を
置
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く

る
か
と
思
い
ま
す
。

問　
生
成
Ａ
Ｉ
を
ど
の
よ
う
に
活
か
し

て
い
き
た
い
か

答　
市
長　
Ａ
Ｉ
を
使
い
業
務
効
率
を

図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
場
環
境
の
改

善
、
職
員
の
ス
キ
ル
を
上
げ
る
こ
と
を

進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

問　
男
性
職
員
の
育
休
に
つ
い
て

答　
市
長　
国
の
制
度
自
体
が
ま
だ
ま

だ
甘
い
と
感
じ
て
お
り
、
所
得
が
減
ら

ず
に
子
育
て
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な

方
向
づ
け
を
国
な
し
に
も
や
れ
れ
ば
と

思
い
ま
す
し
、
市
内
で
そ
の
可
能
性
が

ど
れ
だ
け
あ
る
か
図
っ
て
い
く
事
が
重

要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

問　
デ
ジ
タ
ル
名
刺
に
つ
い
て

答　
市
長　
今
後
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
お

い
て
、
デ
ジ
タ
ル
名
刺
と
紙
名
刺
と
の

併
用
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

市
の
経
済
に
つ
い
て

問　
儲
か
る
農
業
と
ブ
ラ
ン
ド
化
と
は

答　
副
市
長　
視
点
と
し
て
二
つ
ご
ざ

い
ま
す
。
一
つ
は
生
産
コ
ス
ト
低
減
や

規
模
拡
大
な
ど
に
よ
る
農
家
の
利
益
の

確
保
、
も
う
一
つ
が
、
他
の
地
域
と
の

差
別
化
や
ブ
ラ
ン
ド
化
、
極
論
す
れ

ば
「
ど
う
す
れ
ば
他
の
産
地
よ
り
高
く

買
っ
て
も
ら
え
る
か
」
を
考
え
て
い
く

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
「
こ
れ

は
お
い
し
い
か
ら
高
く
売
れ
る
の
だ
と

い
う
認
識
」
は
間
違
い
で
、
現
状
「
お

い
し
い
」
の
は
当
た
り
前
で
、
そ
れ
だ

け
で
は
高
く
売
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
取
り
組
み
は
長
い
期
間
が
か
か

り
ま
す
。
併
せ
て
、
生
産
者
や
関
係
機

関
が
協
調
し
て
推
進
す
る
こ
と
は
必
要

不
可
欠
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、研
究
心
、

探
究
心
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
が
大
事
だ

と
考
え
ま
す
。

問　
中
小
企
業
新
技
術
導
入
に
つ
い
て

答　
経
済
部
長　
本
市
に
対
し
、
中
小

企
業
が
新
規
設
備
を
導
入
す
る
際
に
、

先
端
設
備
等
導
入
計
画
を
提
出
し
て
い

た
だ
き
、
設
備
投
資
を
通
じ
て
労
働
生

産
性
が
向
上
さ
れ
る
計
画
で
あ
っ
た
場

合
に
は
、
本
市
で
認
定
し
、
税
制
支
援

な
ど
の
支
援
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

防
犯
に
つ
い
て

問　
各
種
犯
罪
の
防
止
策
に
つ
い
て

答　
総
務
部
長　

対
策
と
い
う
こ
と

で
、
当
然
市
民
に
、
こ
の
よ
う
な
事
件

等
が
あ
る
こ
と
の
周
知
等
に
つ
い
て

は
、
警
察
と
連
携
し
て
行
っ
て
い
ま

す
。
市
報
12
月
号
に
、
警
察
の
チ
ラ
シ

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
強
盗
事
件
が
多

発
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
、
自
宅
の

雨
戸
を
閉
め
る
と
か
、
夜
間
で
も
電
気

を
つ
け
て
お
く
と
か
、
補
助
錠
等
の
対

策
を
各
自
で
可
能
な
範
囲
で
、
至
急
対

策
の
検
討
の
チ
ラ
シ
等
を
配
布
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
闇
バ
イ
ト
等
に
つ
き
ま

し
て
も
、
警
察
で
は
相
談
を
受
け
た
場

合
、
状
況
に
応
じ
て
、
本
人
や
家
族
の

保
護
を
適
正
に
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
。
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子
育
て
環
境
の
充
実

問　
子
ど
も
の
遊
び
場
の
確
保
、
公
園

の
整
備
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て

答　
市
長　
子
育
て
環
境
を
向
上
さ
せ

る
た
め
に
令
和
４
年
度
に
は
麻
生
公
民

館
の
館
内
に
キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー
ス
を
設
置

し
、
令
和
５
年
度
に
は
屋
外
に
遊
具
を

設
置
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
霞
ケ
浦
ふ

れ
あ
い
ラ
ン
ド
や
小
牧
板
峰
公
園
の
遊

具
に
つ
い
て
も
整
備
を
行
い
、
子
育
て

世
代
が
安
心
・
安
全
に
遊
べ
る
場
所
の

確
保
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

答　
建
設
部
長　
本
年
度
も
、
子
育
て

環
境
の
充
実
を
目
的
と
し
て
、
北
浦
幼

稚
園
跡
地
を
利
活
用
し
て
遊
具
の
設
置

に
着
手
を
し
て
お

り
、
年
度
内
の
完

成
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

問　
子
ど
も
用
ト
イ
レ
、
オ
ム
ツ
替
え

シ
ー
ト
及
び
授
乳
室
な
ど
の
整
備
状
況

に
つ
い
て

答　
総
務
部
長　
子
育
て
支
援
や
地
域

の
子
ど
も
た
ち
が
、
安
心
し
て
過
ご
せ

る
環
境
の
た
め
に
重
要
な
取
組
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
現
状
施
設
に
対
し
て
、
施

設
の
特
徴
と
整
備
の
状
況
を
調
査
し
、

建
物
の
改
修
時
な
ど
に
併
せ
て
導
入
を

検
討
し
て
い
き
ま
す
。
今
後
整
備
す
る

公
共
施
設
に
お
い
て
も
、
市
民
ニ
ー
ズ

を
把
握
し
、
多
様
な
利
用
者
が
快
適
に

利
用
で
き
る
施
設
に
な
る
よ
う
取
り
組

み
ま
す
。

問　
災
害
時
の
備
蓄
品
に
つ
い
て

答　
市
長　
災
害
に
備
え
て
、
子
育
て

世
帯
を
対
象
と
し
た
講
座
を
開
催
し
、

災
害
時
の
具
体
的
な
備
え
や
行
動
に
つ

い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
ミ
ル
ク
、

紙
オ
ム
ツ
と
い
っ
た
乳
幼
児
用
の
備
蓄

に
努
め
ま
す
。

答　
総
務
部
長　
乳
児
に
関
し
て
は
、

ミ
ル
ク
、
オ
ム
ツ
な
ど
を
備
蓄
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
市
内
外
の
企
業
と
災
害

時
応
援
協
定
を
締
結
し
、
救
援
物
資
等

の
供
給
協
力
体
制
を
図
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
離
乳
食
の
備
蓄
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
今
年
度
、
発
注
し
て
お

り
、
離
乳
食
を
２
５
０
食
用
意
す
る
予

定
で
す
。

環
境
温
暖
化
対
応

問　
環
境
性
能
向
上
車
の
普
及
対
策

答　
市
長　
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
を

目
指
す
た
め
、
社
会
情
勢
や
地
球
規
模

の
課
題
に
的
確
に
対
応
し
、
環
境
へ
の

負
荷
の
少
な
い
持
続
可
能
な
社
会
を
構

築
し
ま
す
。

答　
経
済
部
長　
購
入
費
市
補
助
金
制

度
の
導
入
は
、
市
民
生
活
の
質
の
向
上

や
地
域
環
境
の
改
善
に
寄
与
す
る
重
要

な
施
策
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
制

度
設
計
や
実
施
方
法
は
、
今
後
検
討
し

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

問　
農
用
小
型
機
械
導
入
対
策

答　
市
長　
財
源
と
し
て
国
か
ら
の
環

境
に
対
し
て
の
予
算
を
獲
得
し
て
い
く

べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
環
境
性
能

車
だ
け
で
な
く
、
農
業
機
械
に
つ
い
て

さ
ま
ざ
ま
な
形
の
も
の
と
し
て
、
シ
ス

テ
ム
を
考
え
な
が
ら
導
入
し
て
い
く
こ

と
が
、
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
、
も
し
く
は
環

境
温
暖
化
の
対
応
に
な
る
の
で
は
と

思
っ
て
い
ま
す
。
今
後
数
年
か
か
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
対
策
を
予
算

化
し
つ
つ
、
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

農
業
の
暑
さ
対
応

問　
農
業
用
施
設
の
高
温
対
策

答　
経
済
部
長　
異
常
高
温
な
ど
、
気

候
変
動
に
よ
る
施
設
野
菜
等
の
品
質
低

下
等
を
防
ぐ
た
め
、遮
光
ネ
ッ
ト
等（
遮

熱
シ
ー
ト
も
含
む
）
の
購
入
に
対
し
、

消
費
税
を
除
く
購
入
価
格
に
対
し
て
、

補
助
上
限
を
５
万
円
と
し
て
い
ま
す
。

基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
の
継
続
及
び
発

展
の
た
め
、
高
温
対
策
に
対
す
る
補
助

を
継
続
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

イ
ノ
シ
シ
対
応

問　
イ
ノ
シ
シ
対
策

答　
経
済
部
長　
県
で
は
、
指
定
管
理

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
実
施
計
画
に
基
づ

き
、
県
央
、
鹿
行
地
域
に
お
い
て
、
12

月
か
ら
２
月
末
ま
で
イ
ノ
シ
シ
捕
獲
を

実
施
し
て
い
ま
す
。本
市
に
お
い
て
は
、

市
鳥
獣
被
害
防
止
計
画
を
策
定
。
こ
れ

は
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
等
に
係
る
被
害

防
止
の
観
点
か
ら
策
定
さ
れ
た
計
画
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
人
的
被
害
等
へ
の
防

止
対
策
等
の
拡
充
に
つ
い
て
、
今
後
、

強
化
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。
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将
来
に
希
望
の
持
て
る
ま
ち

づ
く
り

問　
避
難
所
に
お
け
る
ト
イ
レ
確
保
管

理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
基
に
し
た
ト
イ
レ

確
保
、
管
理
計
画
の
策
定
を
お
願
い
し

た
い

答　
総
務
部
長　
令
和
７
年
に
、
地
域

防
災
計
画
の
見
直
し
が
あ
り
ま
す
。
当

然
、ト
イ
レ
の
確
保
に
つ
い
て
も
盛
り
込

ん
で
い
く
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

避
難
所
に
お
け
る
ト
イ
レ
確
保
管
理
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
た
計
画
に
つ
い
て

も
策
定
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

問　
本
市
に
お
い
て
の
ド
ロ
ー
ン
の
活

用
状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か

答　
総
務
部
長　
ド
ロ
ー
ン
は
２
機
所

有
し
て
お
り
、
農
林
水
産
課
、
事
業
推

進
課
で
、
発
災
時
の
情
報
収
集
、
避
難

救
助
事
業
等
で
の
活
用
を
、
現
在
、
担

当
課
と
協
議
し
て
い
る
状
況
で
す
。

問　
鹿
行
広
域
消
防
本
部
の
行
方
消
防

署
な
ど
に
ド
ロ
ー
ン
の
配
備
は
さ
れ
て

い
る
か

答　
総
務
部
長　
鹿
行
広
域
消
防
本
部

で
は
、
現
在
所
有
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

茨
城
県
内
の
消
防
本
部
に
つ
き
ま
し

て
は
、
９
カ
所
の
消
防
本
部
で
23
機
所

有
し
て
い
る
状
況
で
す
。

答　
市
長　
鹿
行
広
域
消
防
本
部
に
つ

い
て
も
、
要
望
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

問　
ど
う
ぶ
つ
と
み
ん
な
の
い
え
に
、

市
内
の
子
ど
も
た
ち
を
無
料
招
待
し
て

ほ
し
い
と
訴
え
て
い
る
件
、
承
認
を
し

て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
が
、
い
つ

頃
、
年
齢
的
に
ど
こ
ま
で
の
子
ど
も
た

ち
を
招
待
し
て
い
た
だ
け
る
の
か
確
認

し
た
い

答　
企
画
部
長　
キ
リ
ン
の
展
示
も
開

始
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
ど
も
課
、
学

校
教
育
課
、
そ
し
て
事
業
者
と
協
議
し

な
が
ら
、
市
内
の
幼
稚
園
、
小
中
学
生

を
年
明
け
く
ら
い
か
ら
無
料
券
を
配
布

し
て
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

問　
な
め
が
た
地
域
医
療
セ
ン
タ
ー
敷

地
内
に
新
庁
舎
を
建
設
す
る
と
い
う
位

置
条
例
案
、
定
例
記
者
会
見
の
中
で
、

市
長
は
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
で
の
２

通
り
の
案
を
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

敷
地
内
の
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
で
建
て

よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
ど
の

よ
う
な
思
い
が
あ
る
か

答　
市
長　
現
状
に
お
き
ま
し
て
は
、

位
置
条
例
を
メ
イ
ン
と
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
こ
と
、
そ
の
後
、
ど
の
方
法
が
よ

ろ
し
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

２
通
り
の
案
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
の
も
の
で
検
討
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
す
。

本会議の内容を知りたい
「行方市議会　会議録検索システム」

　本会議の内容は、なめがたエリアテレビや、インターネット録画中継でもご覧に
なれますが、会議の公式記録は会議録となります。会議録は、インターネットにて
全文を確認できます。
　市議会ホームページで「会議録」を選択してください。



議会トピックス

11 月 18日
　■演題　「鹿島アントラーズが考える地域の未来像」
　■講師　小泉 文明　氏　（株式会社メルカリ取締役会長兼
　　　　　　　　　　　　　株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役社長）
11 月 19日
　■研修視察
　　視察先　・霞ケ浦 どうぶつとみんなのいえ　
　　　　　　・らぽっぽ
　　　　　　　なめがたファーマーズヴィレッジ

　今回の研修会は県東ブロックが担当となり、行方市
議会議長が運営委員長として、県内の市議会議員や事
務局職員約 200 名をお迎えし、２日間の研修会を開催
しました。

岐阜県大野町議会（12名）
　●期　　日　令和６年 10 月 16 日
　●視察内容　・廃校後の学校利活用について
　　　　　　　・なめがたファーマーズヴィレッジ視察

千葉県鴨川市議会　建設経済常任委員会（７名）
　●期　　日　令和６年 10 月 16 日
　●視察内容　・「行方市地域ブランディング推進計画
　　　　　　　　2023-2027」に基づく６次産業化の
　　　　　　　　推進等について
　　　　　　　・なめがたファーマーズヴィレッジ視察

沖縄県伊江村議会　経済・公営企業常任委員会（８名）
　●期　　日　令和６年 10 月 17 日
　●視察内容　・行方市地域ブランディング推進計画の
　　　　　　　　取組みについて
　　　　　　　・農家に対する支援策について

茨城県市議会議長会　令和６年度第１回議員研修会
� 期日：11月 18日～ 19日　　場所：鹿島セントラルホテル

行方市に視察に来訪されました

今後ますますのご発展をご祈念いたします

17 行方市議会だより No.78



委員会レポート

教育厚生委員会
� 期日：10月３日～４日　　委員長：髙橋　正信

経済建設委員会
� 期日：10月 17日～ 18日　　委員長：小野瀬　忠利

■校内フリースクールについて（茨城県下妻市）
　茨城県下妻市の「校内フリースクールについて」は、下妻市では、
学びを人生や社会に生かそうとする人材の育成に向け、「指導から
教育へ　指導から支援へ　指導から経営へ」をテーマに掲げ、「個
を大切にする教育」「市全体での教育力の向上」を目指しています。
　下妻市の、不登校は「誰にでも起こりうるもの」、不登校支援が
めざすものは「児童生徒の社会的自立」、大切にすることは「学び
の保障」「一人一人に合った支援を」という考えは、本市において
も大変共感できるものでありました。
　今後、本市におきましても、下妻市の先進的な取組を参考に、不安を抱える家庭と、よりよい学びを
進めたい学校と共に、児童生徒に寄り添いながら教育行政の取組を支援していきたいと考えます。

■ヤングケアラーについて（埼玉県上尾市）
　埼玉県上尾市では、令和５年７月１日、「上尾市子ども・若者ケア
ラー支援の推進に関する条例」を全国初で施行。その理念である「全
ての子ども・若者ケアラーが個人として尊重され、孤立することのな
いよう社会全体で支えること」、「ヤングケアラーに対する支援は、適
切な教育の機会が確保され、心身の健やかな成長及び発達並びにそ
の自立が図られること」、「若者ケアラーに対する支援は、活躍できる
機会が確保され、その自立が図られること」は、上尾市同様に、本
市においても取り組んでいくべきものではないかと実感しました。
　本市においても、まずはヤングケアラーと思われる子ども・若者の存在について認識し、必要な支援
が停滞なく進められるような取組を考えていかなければならないと考えます。

■産業復興実現への取組について（福島県楢葉町）
　福島県楢葉町では、震災及び原子力事故により途絶えてしまった農
業の再生、営農再開に向けた取組を進めており、福島県浜通りをけん
引する新たな農業モデルとして平成 29 年度から甘藷栽培を始め、一
大産地化を目指して面積拡大が進んでいます。
　その中で、日本最大級の甘藷貯蔵施設「楢葉町 甘藷貯蔵施設（愛称：
楢葉おいも熟成蔵）」、甘藷を始めとした加工施設「楢葉町 特産品開発セ
ンター」、株式会社福島しろはとファームの「ソーラー育苗ハウス」がそ
れぞれ完成し、甘藷の栽培から加工・販売までの流れが整備されました。
　一般社団法人ならはみらいでは、町民や町内事業者の暮らしの再生と新たな居住を促進するため、新
しい生活の拠点として、商業施設「ここなら笑店街」や交流館「ならは CANvas」、住宅や医療施設等
を集積した「笑ふるタウンならは」が整備されました。事業ごとに方針を定め、各種事業を展開しており、
設立趣旨に沿って、さらなる「“ならは”の“みらい”づくり」へ貢献し、楢葉町のにぎわいを創出し
ているということでした。
　楢葉町の取組のように、本市においても、市民と共に一丸となって、まちづくりを進めていかなくて
はならないことを実感しました。

■霞ヶ浦導水事業の取組について（国土交通省関東地方整備局　霞ヶ浦導水工事事務所）
　霞ヶ浦導水事業は、那珂川下流部、霞ケ浦及び利根川下流部を連結
する地下トンネルによる 流況調整河川を建設し、河川湖沼の水質浄
化、既得用水の補給等、流水の正常な機能の維持と増進、水道及び工
業用水の供給の確保を目的とした事業です。
　その目的としては、①水質浄化、②流水の正常な機能の維持と増進

（水不足の軽減）、③水道及び工業用水の供給の確保が挙げられます。
限られた水資源を有効に活用するため、那珂川・霞ケ浦・利根川を結
び、那珂川水系も合わせた水のネットワークを形成するものが霞ケ浦
導水路といわれるものです。実際に那珂機場及び玉里立坑を見学させ
ていただき、本市においても、昔のような美しい水辺環境を取り戻すためにも必要な事業であることを
確信しました。
　今後、なお一層安全に留意して工事を進めていただきながら、一刻も早い開通を望みます。

行政視察報告
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委員会レポート

議会運営委員会
� 期日：11月７日～８日　　委員長：岡田　晴雄

■議会改革の取り組みについて（北海道苫小牧市）
　苫小牧市議会は、議会改革の取り組みとして、平成 23 年５月から
議長を座長とし、副議長と各会派の代表者及び無所属議員で構成する

「議会改革検討会」を発足させました。非公式ではありますが、この
検討会では、現在７つの検討項目を掲げ、インターネットで公開しな
がら改革に取り組んでいます。その中でも最優先検討項目である「議
会のＩＣＴ化の推進について」は、平成 28 年３月から検討を始め、
Wi-Fi 設置とあわせ導入し、令和３年５月に操作研修会を実施、６月
定例会から運用を開始しました。
　このように、通信環境を整備することで、議会機能の強化及び議会情報の積極的な発信を行い、より
一層の市民に開かれた議会にもつながるものになると実感しました。

■議会の機能強化と改革の取り組みについて（北海道札幌市）
　札幌市議会では、議長が議会基本条例に基づき、議会の機能強化及
び改革に継続的に取り組むため、議員で構成する検討組織の設置を要
請し、検討組織である「議会機能強化・改革検討委員会」を立ち上げ
ました。検討委員会の開催頻度は、月に 1 回から２回程度。検討事項
の結論の出し方は、交渉会派の全会一致とし、検討事項は議長からの
諮問事項のほか、各会派から提案事項を募り、その中から優先的に検
討項目を決定していました。
　成果の一つである「議会基本条例の制定（及び検証）」については、地方分権一括法が平成 12 年４月
に施行となり、地方自治体の自主性・自立性が飛躍的に拡大し、地方議会の果たす役割も大幅に増大し
ました。「開かれた議会」の実現に向けた改革に取り組んでいた札幌市議会では、まずは、その制度の
必要性から検討に入り、視察調査、議員が認識を深めるため全員参加の勉強会等を実施し、制定につい
て基本合意に至り平成 25 年２月定例会で提案・可決となりました。
　この基本条例の制定が可決されたことにより、開かれた議会と、さらなる機能強化及び改革につながっ
たものと考えます。

■防災学習交流センター「そなえーる」について（北海道千歳市）
　千歳市の防災学習交流センター「そなえーる」については、近年全国各地で頻発している地震や大雨
などの自然災害を教訓に、千歳市総合防災訓練をはじめ、各種の訓練及び防災講座が幅広い年代におい
て展開されていました。このような取り組みは、防災に対する意識の向上や災害から自分自身を守る自
助や共助に大きく寄与するとともに、自主防災組織及び防災関係機関の意識づけにつながるものである
と確信しました。

総務委員会
� 期日：10月 31日　　委員長：土子　浩正

（１）�霞ケ浦ふれあいランド再生整備事業の運営状況について
　執行部より、「霞ケ浦どうぶつとみんなのいえ」の来場者数及び
公益社団法人日本動物園水族館協会（JAZA）との協議の進捗状況、
虹の塔・レンタサイクル・観光物産館こいこいの来場者数及び売上
額について報告を受けました。
　また、なめがた夏祭り（８月 24 日～ 25 日開催）、ドッグフェス

（10 月 19 日～ 20 日開催）についても、開催内容や来場者数等の
報告を受けました。
　現地においては、施設の管理状況などを確認しました。

（２）�行方市交流宿泊施設の運営状況について
　執行部より、令和６年 10 月１日から運営が開始された交流宿泊
施設（ムービングハウス）について、来場者数及び売上額、客室の利用状況等について報告を受けました。
　現地においては、ムービングハウスの建物を確認後、委員からの意見・要望を運営会社へ伝えました。

行政視察報告

所管事務調査
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令和６年 12 月５日から、キリン２頭の
展示を開始（12 月中旬撮影）



の
り
よ
だ
会
議

を
想
感
ご
・
見
意
ご

。
す
ま
り
お
て
し
ち
待
お

皆様のご意見は各委員会に伝え、
今後の市政へと活かしていきます！

　市内の道路の縁石から雑草が人間の背丈ほど伸びて
しまっている箇所が多数散見されていました。国道
355 号沿いは、７月と 11 月に業者の方が除草作業を
実施されていましたが、その間は車から歩行者や自転
車が見えにくい状況となっていました。島並地区、芹
沢地区では市民の方が自主的に刈払機で除草作業をさ
れておりました。頭の下がる思いでした。そういった
方々に、燃料代や燃料の提供など助成する仕組みをつ
くって頂きたいです。 （40 代男性）

　寒い時期の朝、中学生が自転車で、白い息を吐きな
がら学校に向かうところを見かけます。近くをすれ違
うときには、礼儀正しいあいさつもしてくれます。中
学校区は学区も広く、遠い距離を自転車で通うのは大
変なことだと思いますが、地元の子どもたちのこのよ
うな姿にたくましさを感じました。北浦中学校前の道
がきれいに舗装され、見通しもよくなりました。これ
からも子どもたちが安全に登下校できるのを、見守っ
ていきたいと思います。 （40 代女性）

10 月
　31日　総務委員会

11 月
　１日　全員協議会
　11日　全員協議会
　26日　議会運営委員会　全員協議会

12 月
　３日�議会運営委員会
� 令和６年第４回定例会（開会）
� 広報委員会
　５日�本会議（一般質問）　
　６日�本会議（一般質問）　議会運営委員会
　10日�本会議
　12日�総務委員会
　13日�教育厚生委員会
　16日�経済建設委員会
　17日�予算決算常任委員会　全員協議会
　20日�議会運営委員会
� 令和６年第４回定例会（閉会）

１月
　10日�全員協議会　広報委員会
　17日�総務委員会

　　行方市議会情報を、市公式
ホームページに掲載しています。
ホームページでは、過去の市議会だよ
りも見ることができます。
（https://www.city.namegata.ibaraki.jp/）

広報委員会
委 員 長　小　林　　　久
副委員長　宮　嵜　和　洋
委　　員　鈴　木　　　裕
　　〃　　　小野瀬　忠　利
　　〃　　　阿　部　孝太郎
　　〃　　　山　口　律　理

次の定例会は　「令和７年　第１回　定例会」
２月 20日（木）　開会の予定です。

〇詳細は、市議会ホームページでご案内しています。

　（https://www.city.namegata.
ibaraki.jp/page/dir000067.html）

〇ご不明な点は、議会事務局（☎0299-
　55-0111）へお問い合わせください。

ちょっとひと言!!

市民の声

～議会日誌 ～議 会 ト ピ ッ ク ス
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住民の自治活動への助成を 登下校の見守りを通して感じたこと�

　最近私たちの間では「なめがた地域医療センターがなくなっ
てしまうのではないか。困った、困った」という話をしています。
知り合いの議員さんに聞きますと「そんなことはないよ」と言っ
てくれましたが、新庁舎は別として、私たちの年代では病院の
方が大事です。地域の病院として、なくならないように、安心
して通院できるように、また、私たち市民に対して情報を早く
周知してほしいです。お願いいたします。市長さんと議会の方
で討論してください。 （70 代女性）
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